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中津川市 報道発表資料 

  令和 3年 3月 16日 

中津南地区尾鳩地域 地区防災計画策定の市長への報告会を 

  開催します 

中津南地区尾鳩地域 地区防災計画策定について、市長に報告します。 

■日 時 令和 3年 3月 23日（火） 14時 00分から 

■場 所 中津川市役所 ３階市長公室(中津川市かやの木町 2番 1号) 

■出席者  尾鳩区自主防災会長        酒井 孝行 様 

国土交通省多治見砂防国道事務所長 植野 利康 様 

■計画の概要

・尾鳩地域は、土砂災害のリスクが高く、中津川の浸水想定区域内に含まれる場所も

あり、また、高齢化も進んでいる地域。計画には、地域の災害リスクの特性、避難

情報や気象情報、地区の情報など防災情報の共有方法、避難行動計画（タイムライ

ン）、要配慮者の支援、行政や地元企業等との連携、防災訓練の実施・検証など、

地域の特性に合わせた内容で掲載。 

■計画策定の経緯

・尾鳩地域の地区防災計画は、国土交通省が計画作成の支援を行うモデル地区（全国

で５地区）として尾鳩地域が採択され、国土交通省多治見砂防国道事務所の支援の

もと、地域住民、当該地域内事業者、社会福祉協議会、市等が参画し、計画を策定。 

■その他

◎「地区防災計画」とは

・一定の地域内の居住者や事業者が、自分たちの地域の人命、財産を守るための助け

合い（共助）について、自発的な防災活動を行うために作成する計画。 

・作成した計画の素案は、災害対策基本法に基づき、市地域防災計画に定めるよう、

市防災会議へ提案することができる。 

◎尾鳩地域地区防災計画の市地域防災計画への掲載 

  ・尾鳩地域地区防災計画を市地域防災計画に定める提案書が、令和 3 年 2 月に尾鳩区

自主防災会 酒井会長より提出され、令和 3年 3月の市防災会議（書面会議）に諮り、

当市では初めて市地域防災計画に掲載。 


